
学校運営協議会の設置及び運営に関する規則 

（平成２４年１月３１日 教育委員会規則第１号） 

 

最終改正  

令和５年３月３１日 教育委員会規則第１２号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号。以下「法」という。）第４７条の５の規定により、学校運営協議会（以下「協議

会」という。）の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置） 

第２条 千葉県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、法第４７条の５第１項の

規定により、別表に掲げる県立学校に協議会を置くものとする。 

２ 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、次の各号に掲げる者の意向を踏まえる

ものとする。 

（１）対象学校（当該協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する

学校をいう。以下同じ。）の校長 

（２）対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者（親権を行う者及び未成年後見人をいう。

以下同じ。） 

（３）対象学校の所在する地域の住民 

 

（委員） 

第３条 協議会の委員の数は、１５名以内とする。 

２ 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから任命する。 

（１）対象学校の所在する地域の住民 

（２）対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者 

（３）社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第９条の７第１項に規定する地域学校協

働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者 

（４）対象学校の校長 

（５）対象学校の教員及び事務職員 

（６）学識経験を有する者 

（７）関係機関の職員 

（８）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者 

３ 教育委員会は、対象学校の校長から法第４７条の５第３項の規定による申出があった

ときは、前項の規定による委員の任命について、当該校長の意見を聴取するものとする。 

４ 協議会の委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 協議会の委員は、再任されることができる。 

 

（守秘義務等） 



第４条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

２ 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

（１）委員たるにふさわしくない非行を行うこと。 

（２）委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に不当に利用すること。 

（３）前各号に掲げるもののほか、協議会又は対象学校の運営に著しく支障を来す言動を

行うこと。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長、教員

及び事務職員は、会長及び副会長となることができない。 

３ 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代行

する。 

 

（議事） 

第６条 協議会は、会長が当該対象学校の校長と協議の上、招集する。 

２ 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

４ 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。 

５ 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。 

 

（会議の公開） 

第７条 協議会の会議は、次の各号に掲げる場合を除き、公開する。 

（１）当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合 

（２）前号に掲げるもののほか、特別の事情により、協議会が公開すべきでないと認めた

場合 

２ 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。 

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 

 

（協議会の承認を得なければならない事項） 

第８条 法第４７条の５第４項の教育委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項

とする。 

（１）学校の経営計画に関する事項 

（２）学校の組織編制に関する事項 

（３）学校予算の編成及び執行に関する事項 

（４）施設及び設備の管理及び整備に関する事項 

（５）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

２ 対象学校の校長は、法第４７条の５第４項の規定により承認された基本的な方針に従

って学校運営を行うものとする。 



 

（学校運営に関する評価及び情報提供） 

第９条 協議会は、対象学校の運営状況について毎年度１回以上の評価を行うものとす

る。 

２ 協議会は、保護者及び地域の住民等に対し、当該対象学校の運営及び当該運営への必

要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければなら

ない。 

 

（意見聴取） 

第１０条 協議会は、法第４７条の５第６項の規定により教育委員会に対し意見を述べる

ときは、あらかじめ、当該対象学校の校長の意見を聴取するものとする。 

 

（職員の任用に関する意見の対象となる事項等） 

第１１条 法第４７条の５第７項の教育委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる事

項（特定の個人に関する事項を除く。）とする。 

（１）協議会の設置の趣旨を踏まえた学校運営の基本方針の実現に資する事項 

（２）対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な事項 

２ 前条の規定は、協議会が法第４７条の５第７項の規定により教育委員会に対し意見を

述べる場合について準用する。 

 

（研修） 

第１２条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について、正し

い理解を得るため必要に応じて研修を行うものとする。 

 

（指導及び助言） 

第１３条 教育委員会は、協議会の運営状況に関して的確な把握を行い、必要に応じて協

議会に対し指導及び助言を行うものとする。 

２ 教育委員会及び当該対象学校の校長は、協議会に対し適切な活動を行うことができる

よう情報の提供に努めるものとする。 

 

（協議会の適正な運営の確保のために必要な措置） 

第１４条 教育委員会は、前条第１項による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のい

ずれかに該当する事由が発生した場合は、当該協議会の適正な運営を確保するために必

要な措置を講ずるものとする。 

（１）協議会としての活動の実態がないと認められる場合 

（２）協議会としての合意形成が行えないと認められる場合 

（３）前各号に掲げるもののほか、対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあ

ると認められる場合 

 

（委員の解任） 

第１５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解



任することができる。 

（１）第４条の規定に違反したとき。 

（２）委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

（３）前各号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が発生したとき。 

２ 当該対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときに

は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。 

３ 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。 

 

（委任） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、千葉県教育

委員会教育長が別に定める。 

 

別表（第２条第１項） 

（１）千葉県立千葉女子高等学校 

（２）千葉県立千葉商業高等学校 

（３）千葉県立千葉工業高等学校 

（４）千葉県立生浜高等学校 

（５）千葉県立泉高等学校 

（６）千葉県立船橋東高等学校 

（７）千葉県立船橋豊富高等学校 

（８）千葉県立浦安高等学校 

（９）千葉県立松戸国際高等学校 

（１０）千葉県立流山北高等学校 

（１１）千葉県立白井高等学校 

（１２）千葉県立下総高等学校 

（１３）千葉県立小見川高等学校 

（１４）千葉県立多古高等学校 

（１５）千葉県立旭農業高等学校 

（１６）千葉県立松尾高等学校 

（１７）千葉県立成東高等学校 

（１８）千葉県立東金高等学校 

（１９）千葉県立九十九里高等学校 

（２０）千葉県立長狭高等学校 

（２１）千葉県立安房拓心高等学校 

（２２）千葉県立館山総合高等学校 

（２３）千葉県立京葉高等学校 

（２４）千葉県立千葉聾学校 

（２５）千葉県立桜が丘特別支援学校 

（２６）千葉県立仁戸名特別支援学校 

（２７）千葉県立袖ケ浦特別支援学校 

（２８）千葉県立習志野特別支援学校 



（２９）千葉県立船橋特別支援学校 

（３０）千葉県立特別支援学校市川大野高等学園 

（３１）千葉県立矢切特別支援学校 

（３２）千葉県立柏特別支援学校 

（３３）千葉県立特別支援学校流山高等学園 

（３４）千葉県立千葉盲学校 

（３５）千葉県立栄特別支援学校 

（３６）千葉県立香取特別支援学校 

（３７）千葉県立八日市場特別支援学校 

（３８）千葉県立飯高特別支援学校 

（３９）千葉県立東金特別支援学校 

（４０）千葉県立大網白里特別支援学校 

（４１）千葉県立長生特別支援学校 

（４２）千葉県立夷隅特別支援学校 

（４３）千葉県立安房特別支援学校 

 

附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


